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仕事と生活の調和推進プロジェクト



三井化学株式会社

代表取締役 社長　藤吉 建二

～ ～

株式会社大和証券グループ本社

代表執行役 社長　鈴木 茂晴



～ ～

キヤノン株式会社

代表取締役 社長　内田 恒二

髙髙

株式会社髙島屋

代表取締役 社長　鈴木 弘治

～ ～



～住友商事株式会社

代表取締役 社長　加藤 進

全日本空輸株式会社
代表取締役 社長　山元 峯生



鹿島建設株式会社

代表取締役 社長　中村 満義

～
～

日産自動車株式会社

代表取締役 社長　カルロス ゴーン



株式会社日立製作所

代表執行役 執行役社長　古川 一夫

株式会社電通

代表取締役 社長　髙嶋 達佳



東京大学社会科学研究所教授

佐藤 博樹

（「仕事と生活の調和推進委員会」座長）

厚生労働省

厚生労働大臣　舛添 要一



キヤノン株式会社

狩野 尚徳（カノウ ヒサノリ）

人事本部人事第二課長。

オフは家でのんびり、家族と買物、

ドライブなどを楽しむが、やや“ワーク寄り”。

司会

佐藤 博樹（サトウ ヒロキ）

東京大学社会科学研究所教授。

厚生労働省「仕事と生活の調和推進委員会」座長。

同省の労働政策審議会分科会委員等を兼職。

夕方6時半以降に帰宅する日数を月10日以下としたり、

週末の仕事を引き受けないなど仕事の総量規制を実践。

鹿島建設株式会社

小林 俊明（コバヤシ トシアキ）

総務・人事本部人事部次長。

オフは基本的には家で過ごす。

最近は月に1～2回、アマチュア合唱団に参加。

全日本空輸株式会社

宮坂 純子（ミヤサカ ジュンコ）

人事部いきいき推進室室長。

愛犬の散歩は毎朝欠かさない。

週2～3日はマラソンもする。

佐藤

鹿島建設

佐藤

鹿島建設

佐藤

キヤノン

佐藤

キヤノン

全日本空輸

佐藤

～ ～　



三井化学株式会社

田中 千穂（タナカ チホ）

人事・労制部女性社員登用推進チームリーダー。

研究職を経て平成18年より現職。

最近、娘とピアノを始めた。

株式会社電通

上田 あゆみ（ウエダ アユミ）

人事局労政部プロジェクト・マネージャー。

オフは日舞の稽古やジム通い、

九州配属の娘との情報交換等。

日産自動車株式会社

吉岡 俊幸（ヨシオカ トシユキ）

人事部報酬・労務グループ主担。

オフは家族で買物に出かけたり、

子供と公園に遊びに行ったり。

株式会社日立製作所

西岡 佳津子（ニシオカ カツコ）

労政人事部ダイバーシティ推進センタ センタ長。

SEを経て平成18年より現職。

オフはエレクトーンやヨガ等。

全日本空輸

電通

佐藤

三井化学

佐藤

三井化学

佐藤

日立製作所

日産自動車



株式会社大和証券グループ本社

太田 一成（オオタ カズナリ）

ワーク・ライフ・バランス推進室長。

引受部門等を経て平成20年より現職。

オフは家族とのドライブ、子供との遊びが中心。

株式会社髙島屋

中川 荘一郎（ナカガワ ソウイチロウ）

人事部人事政策担当次長。

WLB関連の各種委員を兼職。

休日の炊事・洗濯・買物の他、週2日は夕食を作る。

住友商事株式会社

本山 ふじか（モトヤマ フジカ）

人事部課長・労務チームサブリーダー。

メディア事業本部等を経て平成19年より現職。

オフは二男一女の子育てと家事に追われる。

厚生労働省

氏兼 裕之
（ウジカネ ヒロユキ）

小林 洋司
（コバヤシ ヨウジ）

住友商事

佐藤

髙島屋

佐藤

厚生労働省

佐藤

髙島屋

髙

大和証券グループ本社



●ライフスタイルや人々の意識の変化

●働き方の希望と現実にギャップ

●長時間労働により心身の健康に影響

仕事と生活の両方を大事にすることは、社会全体や個々の企業が持続していくためにも必要不可欠です。

調和を阻む様々な問題 総論：基本姿勢

●経営トップのリーダーシップの発揮による職場風土改革のための意識改革、柔軟な働き方の実現等

●労使による目標策定、計画的取組、点検の仕組、着実な実行

●業務の進め方・内容の見直し等による、時間当たりの生産性の向上

具体的な取組は以下の通りです。

就労による経済的自立

●人物本位による正当な評価に基づく採用

●就業形態に関わらない公正な処遇や積極的な能力開発等

健康で豊かな生活のための時間の確保

●労働時間関連法令の遵守の徹底

●労使による長時間労働の抑制等、労働時間等の設定改善のための業務見直しや要員確保の推進

●取引先への計画的な発注、納期設定

●今後、労働力人口の減少が見込まれる中、多様な人材の能力発揮が不可欠です。さらに、

　日本の経済社会の発展には、生産性の高い効率的な働き方に転換することが必要です。

●地域社会のつながりが希薄化する中、働く人が地域活動にかかわることが重要となります。

社会全体にとって

●多様な人材をいかして競争力を強化することは、個々の企業や組織にとって、

　将来の成長・発展につながる「明日への投資」です。

●社員の満足度、意欲が向上し、優秀な人材の獲得や定着が進みます。

企業にとって

国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活

などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会。

具体的には、

①就労による経済的自立が可能な社会

②健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会

③多様な働き方・生き方が選択できる社会

を目指すべきだとされています。

長時間労働者※の割合

※週労働時間60時間以上の労働者

男女の育児休業取得率年次有給休暇取得率

●育児・介護休業、短時間勤務、短時間正社員制度、テレワーク、在宅就業などの個人の

 置かれた状況に応じた柔軟な働き方を支える制度整備と利用しやすい職場風土づくりの推進

多様な働き方の選択

女性：72.3%　80%　80%

男性：0.5%　5%　10%
46.6%　60%　完全取得

10.8%　2割減　半減

企業、働く者、国民、国及び地方公共団体の取組を推進するための社会全体の目標として、

一定の項目について数値目標が設定されています。下記データは数値目標の一部で、

いずれも「現状※　2012年　2017年」。 ※2007年12月・憲章及び行動指針策定当時




